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(57)【要約】
【課題】省エネルギー化を図ることができ、且つ、照射
位置における照度のむらが少ない照明装置を提供する。
【解決手段】この照明装置は、光軸が真上を向くように
各ＬＥＤ素子１１が配置されるとともに、その上方に第
１の反射面２１が配置され、第１の反射面２１の稜線２
１ｂが下方に向かって凸状となっている。また、一対の
第２の反射面２２の間の空間に第１の反射面２１が配置
され、第１の反射面２１によって反射された光が第２の
反射面２２によってさらに反射され、各ＬＥＤ素子１１
からの光のうち第１の反射面２１に照射されない光が第
２の反射面によって反射され、第２の反射面２２によっ
て反射されない光が室内の床等の照射位置に向かって照
射される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定方向に並設された複数のＬＥＤ素子と、
　前記ＬＥＤ素子の並設方向に延在する一対の面から成り、当該一対の面が交わる部分に
各ＬＥＤ素子側に向かって凸状の稜線が形成され、各ＬＥＤ素子から照射される光のうち
各ＬＥＤ素子の光軸に対して１０°以内の光照射角度範囲の光を受光するように配置され
、前記一対の面が前記稜線の近傍で互いに６０°以上１２０°以下の角度をなす第１の反
射面と、
　前記各ＬＥＤ素子の光軸と交差し、且つ、前記ＬＥＤ素子の並設方向と交差する方向に
おいて、前記第１の反射面の両外側に設けられた一対の第２の反射面とを備え、
　当該一対の第２の反射面は、その間の空間に前記第1の反射面が配置され、第１の反射
面によって反射される光及び各ＬＥＤ素子から直接照射される光を反射するものである
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　所定方向に並設された複数のＬＥＤ素子と、透光性材料から成るとともに前記ＬＥＤ素
子の並設方向に延在し、前記複数のＬＥＤ素子を覆うように設けられた透光カバーと、を
有し、前記ＬＥＤ素子の並設方向と直交する方向における所定の光照射角度範囲に光を照
射する光源と、
　前記光源のＬＥＤ素子の並設方向に延在する一対の面から成り、当該一対の面が交わる
部分に前記光源側に向かって凸状の稜線が形成され、前記光源から照射される光のうち前
記光照射角度範囲の中央に対して１０°以内の範囲の光を受光するように配置され、前記
一対の面が前記稜線の近傍で互いに６０°以上１２０°以下の角度をなす第１の反射面と
、
　前記光源のＬＥＤ素子の光軸と交差し、且つ、ＬＥＤ素子の並設方向と交差する方向に
おいて、前記第１の反射面の両外側に設けられた一対の第２の反射面とを備え、
　当該一対の第２の反射面は、その間の空間に前記第1の反射面が配置され、前記第１の
反射面によって反射される光及び前記光源から直接照射される光を反射するものである
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項３】
　所定方向に並設された複数のＬＥＤ素子と、透光性材料から成るとともに前記ＬＥＤ素
子の並設方向に延在し、前記複数のＬＥＤ素子を覆うように設けられた透光カバーと、を
有し、前記ＬＥＤ素子の並設方向と直交する方向に所定の光照射角度範囲で光を照射する
光源と、
　前記光源のＬＥＤ素子の並設方向に延在する一対の面から成り、当該一対の面が交わる
部分に前記光源側に向かって凸状の稜線が形成され、当該稜線が前記光源の前記光照射角
度範囲の略中央に配置され、前記一対の面が前記稜線の近傍で互いに６０°以上１２０°
以下の角度をなし、ＬＥＤ素子の光軸と直交し、且つ、ＬＥＤ素子の並設方向と直交する
方向に所定の幅寸法を有する第1の反射面と、
　前記光源のＬＥＤ素子の光軸と交差し、且つ、ＬＥＤ素子の並設方向と交差する方向に
おいて、前記第1の反射面の両外側に設けられた一対の第２の反射面とを備え、
　第1の反射面の前記稜線と光源の前記透光カバーとの距離が前記第１の反射面の前記所
定の幅寸法の１倍以下であり、
　前記一対の第２の反射面は、その間の空間に前記第１の反射面が配置され、前記第１の
反射面によって反射される光及び前記光源から直接照射される光を反射するものである
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項４】
　請求項１、２又は３の何れかに記載の照明装置であって、
　前記第１の反射面の前記一対の面が平面から成る。
【請求項５】
　請求項１、２、３又は４の何れかに記載の照明装置であって、
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　前記第１の反射面の前記一対の面の中心線平均粗さが０．５μｍ以上である。
【請求項６】
　請求項１、２、３、４又は５の何れかに記載の照明装置であって、
　前記第1の反射面の前記一対の面における前記第２反射面の近傍と前記第２の反射面に
おける前記第１の反射面の近傍とのなす角度が１００°以上１４０°以下である。
【請求項７】
　請求項１、２、３、４、５又は６の何れかに記載の照明装置であって、
　各第２の反射面が、単一又は複数の平面によって形成されている。
【請求項８】
　請求項１、２、３、４、５又は６の何れかに記載の照明装置であって、
　各第２の反射面が、前記ＬＥＤ素子の光軸と交差し、且つ、前記ＬＥＤ素子の並設方向
と交差する方向に並設された複数の面から成り、
　各第２の反射面の中において、前記各面は隣の面と１５５°以上の角度をなすように構
成されている。
【請求項９】
　請求項８記載の照明装置であって、
　各第２の反射面の中において、前記各面は隣の面と１６０°以上１７５°以下の角度を
なすように構成されている。
【請求項１０】
　所定方向に延設された蛍光管と、当該蛍光管に沿って延設されたランプ内反射板と、透
光性材料から成り前記蛍光管の延設方向に延在している透光カバーとを有し、前記反射板
と前記透光カバーとの間に前記蛍光管が配置され、前記蛍光管の延設方向と直交する方向
における所定の光照射角度範囲に光を照射する蛍光ランプと、
　前記蛍光ランプの蛍光管の延設方向に延在する一対の面から成り、当該一対の面が交わ
る部分に前記蛍光ランプ側に向かって凸状の稜線が形成され、前記蛍光ランプから照射さ
れる光のうち前記光照射角度範囲の中央に対して１０°以内の範囲の光を受光するように
配置され、前記一対の面が前記稜線の近傍で互いに６０°以上１２０°以下の角度をなす
第１の反射面と、
　前記蛍光ランプの前記蛍光管の延設方向と直交する方向において前記第１の反射面の両
外側に設けられた一対の第２の反射面とを備え、
　当該一対の第２の反射面は、その間の空間に前記第１の反射面が配置され、前記第１の
反射面によって反射される光及び前記蛍光ランプから直接照射される光を反射するもので
ある
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載の照明装置において、
　前記蛍光ランプの前記ランプ内反射板は、
　前記蛍光管の延設方向に延在する一対の面から成り、当該一対の面が交わる部分に前記
蛍光管側に向かって凸状の稜線が形成された第１の反射面と、
　前記蛍光管の延設方向と直交する方向において前記第１の反射面の両側に設けられた一
対の第２の反射面と
　を有し、
　前記ランプ内反射板の前記一対の第２の反射面は、その間の空間に前記ランプ内反射板
の前記第１の反射面が配置され、この第１の反射面によって反射される光及び前記蛍光管
から直接照射される光を反射するものである
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項１２】
　所定方向に延設され、その延設方向と直交する方向において３６０°の光照射角度範囲
に光を照射する蛍光管と、当該蛍光管に沿って延設された反射板とを有する照明装置であ
って、
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　前記反射板は、前記蛍光管から照射される光のうち所定の光照射角度範囲の光を受光す
るものであり、且つ、
　前記蛍光管の延設方向に延在する一対の面から成り、当該一対の面が交わる部分に前記
蛍光管側に向かって凸状の稜線が形成され、前記蛍光管から照射される光のうち前記所定
の光照射角度範囲の中央に対して１０°以内の範囲の光を受光するように配置され、前記
一対の面が前記稜線の近傍で互いに６０°以上１２０°以下の角度をなす第１の反射面と
、
　前記蛍光管の延設方向と直交する方向において前記第１の反射面の両外側に設けられた
一対の第２の反射面と
　を有し、
　当該一対の第２の反射面は、その間の空間に前記第１の反射面が配置され、前記第１の
反射面から反射される光及び前記蛍光管から直接照射される光を反射するものである
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項１３】
　請求項１０、１１又は１２の何れかに記載の照明装置であって、
　第1の反射面の前記一対の面における第２反射面の近傍と第２の反射面における第１の
反射面の近傍とのなす角度が１００°以上１４０°以下である
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項１４】
　所定方向に延設された蛍光管と、当該蛍光管に沿って延設された反射板と、透光性材料
から成り前記蛍光管の延設方向に延在している透光カバーとを有し、前記反射板と前記透
光カバーとの間に前記蛍光管が配置された蛍光ランプであって、
　前記反射板は、
　前記蛍光管の延設方向に延在する一対の面から成り、当該一対の面が交わる部分に前記
蛍光管側に向かって凸状の稜線が形成された第１の反射面と、
　前記蛍光管の延設方向と直交する方向において前記第１の反射面の両側に設けられた一
対の第２の反射面とを備え、
　当該一対の第２の反射面は、その間の空間に前記第１の反射面が配置され、前記第１の
反射面によって反射される光及び前記蛍光管から直接照射される光を反射するように構成
されている
　ことを特徴とする蛍光ランプ。
【請求項１５】
　請求項１４記載の蛍光ランプにおいて、
　前記蛍光管はその延設方向と直交する方向において３６０°の光照射角度範囲に光を照
射するものであり、
　前記反射板は、前記蛍光管から照射される光のうち所定の光照射角度範囲の光を受光す
るものであり、
　前記第1の反射面は、前記所定の光照射角度範囲の中央に対して５°以内の範囲の光を
受光するように配置されている
　ことを特徴とする蛍光ランプ。
【請求項１６】
　請求項１４又は１５の何れかに記載の蛍光ランプにおいて、
　この蛍光ランプは前記蛍光管を複数有し、
　前記反射板は各蛍光管に対してそれぞれ設けられている
　ことを特徴とする蛍光ランプ。
【請求項１７】
　請求項１４、１５又は１６の何れかに記載の照明装置であって、
　第1の反射面の前記一対の面における第２反射面の近傍と第２の反射面における第１の
反射面の近傍とのなす角度が１００°以上１４０°以下である
　ことを特徴とする蛍光ランプ。



(5) JP 2012-156123 A 2012.8.16

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ素子を用いた照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の室内用の照明装置としては、蛍光管と、蛍光管の背面側に配置された傘や反射板
とを備え、蛍光管の前面から照射される光が室内に直接照射され、蛍光管の背面側から照
射される光が傘や反射板によって反射して室内に補助的に照射されるものが知られている
（例えば、特許文献１及び２参照。）。
【０００３】
　一方、近年では、省エネルギー化及び長寿命化の観点から、蛍光管を複数のＬＥＤ素子
が並設された直管型の光源に置き換えることが検討されている（例えば、特許文献３参照
。）。しかしながら、蛍光管は全方位の指向特性を有しているのに対し、ＬＥＤ素子は一
定の角度範囲のみに強い光を照射する指向特性を有しているので、単に複数のＬＥＤ素子
を一列に並べただけでは蛍光管の代わりにはならない。このため、複数のＬＥＤ素子を複
数列に並設するとともに、各列のＬＥＤ素子の光軸を互いにずらした直管型の光源が知ら
れている（例えば、特許文献４参照。）。
【０００４】
　しかしながら、前述のようにＬＥＤ素子を複数列に並設する場合でも、蛍光灯のように
全方位に亘ってほぼ均一な指向特性となる訳ではなく、各ＬＥＤ素子の一定の照射角度範
囲、特に光軸の近傍が他の範囲よりも明るくなることには変わりがない。このため、照射
位置において照度のむらが出やすく、蛍光灯からの交換時に不快感を覚える者もいる。
【０００５】
　さらに、近年では、省エネルギー化及び長寿命化の観点から、冷陰極管（ＣＣＦＬ管）
を用いた直管型の蛍光ランプを通常の蛍光灯の代わりに用いることが検討されている（例
えば、特許文献５参照。）。この蛍光ランプは、所定方向に延設された複数の冷陰極管と
、冷陰極管に沿うように延設された平面状の反射板と、冷陰極管に沿うように延設された
透光性カバーとを備え、反射板と透光性カバーとの間に冷陰極管が配置されているもので
ある。
【０００６】
　冷陰極管の駆動電力は、直径２８ｍｍや３２．５ｍｍの通常の蛍光管の駆動電力に比べ
て少なく、冷陰極管は寿命の面でも通常の蛍光管に比べて優れているので、省エネルギー
化及び長寿命化の点で有利である。しかし、冷陰極管の直径は数ｍｍ程度であり、その発
光量は通常の蛍光管に比べてかなり劣っているので、従来から冷陰極管は室内用照明とし
ては適していないと考えられており、液晶画面のバックライト等の低照度の用途で使用さ
れるに留まっていた。
【０００７】
　このため、近年では、冷陰極管を用いた直管型の蛍光ランプの発光量を向上するために
、冷陰極管自体の発光量の改良について研究・開発が行われている。しかしながら、冷陰
極管の発光方式や直径が小さいこと等が要因となり、冷陰極管自体の発光量をなかなか向
上することができていない。このため、現在でも、冷陰極管を用いた直管型の蛍光ランプ
の発光量は通常の蛍光管に比べてかなり劣っている状態である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】実用新案登録第３１２５９９８号公報
【特許文献２】特開２００８－３００２３０号公報
【特許文献３】特開２０１０－１１３０５５号公報
【特許文献４】意匠登録第１２０３１６９号公報
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【特許文献５】特開２０１０－２５１２６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は前記課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、省エネルギ
ー化を図ることができ、且つ、照射位置における照度のむらが少ない照明装置を提供する
ことにある。
【００１０】
　また、本発明の目的とするところは、照射位置における照度を確保しつつ省エネルギー
化を図ることができる照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の照明装置は前記目的を達成するために、所定方向に並設された複数のＬＥＤ素
子と、前記ＬＥＤ素子の並設方向に延在する一対の面から成り、当該一対の面が交わる部
分に各ＬＥＤ素子側に向かって凸状の稜線が形成され、各ＬＥＤ素子からの光のうち各Ｌ
ＥＤ素子の光軸に対して１０°以内の光照射角度範囲の光を受光するように配置され、前
記一対の面が前記稜線の近傍で互いに６０°以上１２０°以下の角度をなす第１の反射面
と、前記各ＬＥＤ素子の光軸と交差し、且つ、前記ＬＥＤ素子の並設方向と交差する方向
において、前記第１の反射面の両外側に設けられた一対の第２の反射面とを備え、当該一
対の第２の反射面は、その間の空間に前記第1の反射面が配置され、第１の反射面によっ
て反射される光及び各ＬＥＤ素子から直接照射される光を反射するものである。
【００１２】
　このように、各ＬＥＤ素子の光軸に対して１０°以内の光照射角度範囲の光が第1の反
射面の一対の面によって受光され、該一対の面が交わる部分には各ＬＥＤ素子側に向かっ
て凸状の稜線が形成され、第1の反射面の一対の面は稜線の近傍で互いに６０°以上１２
０°以下の角度をなすので、各ＬＥＤ素子からの光が第1の反射面によって反射し、その
反射した光の大部分は各ＬＥＤ素子の光軸に対して第１の反射面の傾斜角度に応じた角度
（例えば４５°以上の角度）をなすように外側に向かって進むことになる。また、第1の
反射面の両外側に一対の第２の反射面を有し、該一対の第２の反射面の間の空間に第1の
反射面が配置され、第1の反射面によって反射された光が第２の反射面によってさらに反
射され、各ＬＥＤ素子からの光のうち第１の反射面に照射されない光が第２の反射面によ
って反射されるようになっている。
【００１３】
　例えば、この照明装置が室内の天井に取付けられる場合、光軸が真上を向くように各Ｌ
ＥＤ素子が配置されるとともに、その上方に第１の反射面が配置され、第１の反射面の稜
線が下方に向かって凸状となる。また、一対の第２の反射面の間の空間に第1の反射面が
配置され、第1の反射面によって反射された光が第２の反射面によってさらに反射され、
各ＬＥＤ素子からの光のうち第１の反射面に照射されない光が第２の反射面によって反射
され、第２の反射面によって反射された光が室内の床等の照射位置に向かって照射される
。
【００１４】
　このように、各ＬＥＤ素子から出る光のうち光軸周りの強い光が第１の反射面によって
反射されて、その反射した光の大部分は各ＬＥＤ素子の光軸に対して第１の反射面の傾斜
角度に応じた角度をなすように外側に向かって進み、その光が第２の反射面によって床等
の照射位置に照射される。このため、第２の反射面の仕様を適宜調整することによって、
各ＬＥＤ素子の光が直接的に床等の照射位置に照射される場合と比較し、照射位置におけ
る照度のむらを低減することができる。
【００１５】
　また、室内の天井において光軸が真上を向くように各ＬＥＤ素子が配置されても、各Ｌ
ＥＤ素子から出る光のうち光軸周りの強い光が第１の反射面によって反射され、その反射
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した光が第２の反射面によって床等の照射位置に照射され、各ＬＥＤ素子から第２の反射
面に直接照射される光も床等の照射位置に向かって反射する。このため、各ＬＥＤ素子か
らの光を効率的に床等の照射位置に照射することができる。即ち、照射位置における照度
を確保しつつ省エネルギー化を図る上で極めて有利である。
【００１６】
　また、本発明の照明装置は、所定方向に並設された複数のＬＥＤ素子と、透光性材料か
ら成るとともに前記ＬＥＤ素子の並設方向に延在し、前記複数のＬＥＤ素子を覆うように
設けられた透光カバーと、を有し、前記ＬＥＤ素子の並設方向と直交する方向に所定の光
照射角度範囲で光を照射する光源と、前記光源のＬＥＤ素子の並設方向に延在する一対の
面から成り、当該一対の面が交わる部分にこの光源側に向かって凸状の稜線が形成され、
この光源から照射される光のうち前記光照射角度範囲の中央に対して１０°以内の範囲の
光を受光するように配置され、前記一対の面が前記稜線の近傍で互いに６０°以上１２０
°以下の角度をなす第１の反射面と、前記光源のＬＥＤ素子の光軸と交差し、且つ、ＬＥ
Ｄ素子の並設方向と交差する方向において、前記第１の反射面の両外側に設けられた一対
の第２の反射面とを備え、当該一対の第２の反射面は、その間の空間に前記第1の反射面
が配置され、前記第１の反射面によって反射される光及び前記光源から直接照射される光
を反射するものである。
【００１７】
　このように、光源の光照射角度範囲の中央に対して１０°以内の範囲の光が第1の反射
面の一対の面によって受光され、該一対の面が交わる部分には各ＬＥＤ素子側に向かって
凸状の稜線が形成され、第1の反射面の一対の面は稜線の近傍で互いに６０°以上１２０
°以下の角度をなすので、各ＬＥＤ素子からの光が第1の反射面によって反射し、その反
射した光の大部分は各ＬＥＤ素子の光軸に対して第１の反射面の傾斜角度に応じた角度（
例えば４５°以上の角度）をなすように外側に向かって進むことになる。また、第1の反
射面の両外側に一対の第２の反射面を有し、該一対の第２の反射面の間の空間に第1の反
射面が配置され、第1の反射面によって反射された光が第２の反射面によってさらに反射
され、光源からの光のうち第１の反射面に照射されない光が第２の反射面によって反射さ
れるようになっている。
【００１８】
　例えば、この照明装置が室内の天井に取付けられる場合、光軸が真上を向くように各Ｌ
ＥＤ素子が配置されるとともに、その上方に第１の反射面が配置され、第１の反射面の稜
線が下方に向かって凸状となる。また、一対の第２の反射面の間の空間に第1の反射面が
配置され、第1の反射面によって反射された光が第２の反射面によってさらに反射され、
各ＬＥＤ素子からの光のうち第１の反射面に照射されない光が第２の反射面によって反射
され、第２の反射面によって反射された光が室内の床等の照射位置に向かって照射される
。
【００１９】
　このように、光源から出る光のうち光照射範囲中央近傍の強い光が第１の反射面によっ
て反射されて、その反射した光の大部分は各ＬＥＤ素子の光軸に対して第１の反射面の傾
斜角度に応じた角度をなすように外側に向かって進み、その光が第２の反射面によって床
等の照射位置に照射される。このため、第２の反射面の仕様を適宜調整することによって
、各ＬＥＤ素子の光が直接的に床等の照射位置に照射される場合と比較し、照射位置にお
ける照度のむらを低減することができる。
【００２０】
　また、室内の天井において光軸が真上を向くように各ＬＥＤ素子が配置されても、光源
から出る光のうち光照射範囲中央近傍の強い光が第１の反射面によって反射され、その反
射した光が第２の反射面によって床等の照射位置に照射され、光源から第２の反射面に直
接照射される光も床等の照射位置に向かって反射する。このため、各ＬＥＤ素子からの光
を効率的に床等の照射位置に照射することができる。即ち、照射位置における照度を確保
しつつ省エネルギー化を図る上で極めて有利である。
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【００２１】
　また、本発明の照明装置は、所定方向に並設された複数のＬＥＤ素子と、透光性材料か
ら成るとともに前記ＬＥＤ素子の並設方向に延在し、前記複数のＬＥＤ素子を覆うように
設けられた透光カバーと、を有し、前記ＬＥＤ素子の並設方向と直交する方向に所定の光
照射角度範囲で光を照射する光源と、前記光源のＬＥＤ素子の並設方向に延在する一対の
面から成り、当該一対の面が交わる部分にこの光源側に向かって凸状の稜線が形成され、
当該稜線がこの光源の前記光照射角度範囲の略中央に配置され、この一対の面が前記稜線
の近傍で互いに６０°以上１２０°以下の角度をなし、ＬＥＤ素子の光軸と直交し、且つ
、ＬＥＤ素子の並設方向と直交する方向に所定の幅寸法を有する第1の反射面と、前記光
源のＬＥＤ素子の光軸と交差し、且つ、ＬＥＤ素子の並設方向と交差する方向において、
前記第1の反射面の両外側に設けられた一対の第２の反射面とを備え、第1の反射面の前記
稜線と光源の前記透光カバーとの距離が前記第１の反射面の前記所定の幅寸法の１倍以下
であり、前記一対の第２の反射面は、その間の空間に前記第１の反射面が配置され、前記
第１の反射面によって反射される光及び前記光源から直接照射される光を反射するもので
ある。
【００２２】
　このように、第１の反射面の一対の面が交わる部分には光源の各ＬＥＤ素子側に向かっ
て凸状の稜線が形成され、該稜線が光源の光照射範囲の略中央に配置され、第1の反射面
の一対の面は稜線の近傍で互いに６０°以上１２０°以下の角度をなすので、光源の各Ｌ
ＥＤ素子からの光が第1の反射面によって反射し、その反射した光の大部分は光源の光軸
に対して第１の反射面の傾斜角度に応じた角度（例えば４５°以上の角度）をなすように
外側に向かって進むことになる。また、第1の反射面の両外側に設けられた一対の第２の
反射面を有し、該一対の第２の反射面の間の空間に第1の反射面が配置され、第1の反射面
によって反射された光が第２の反射面によってさらに反射され、光源の各ＬＥＤ素子から
の光のうち第１の反射面に照射されない光が第２の反射面によって反射されるようになっ
ている。
【００２３】
　例えば、この照明装置が室内の天井に取付けられる場合、各ＬＥＤ素子の光軸が上を向
くように光源が配置されるとともに、その上方に第１の反射面が配置され、第１の反射面
の稜線が下方に向かって凸状となる。また、一対の第２の反射面の間の空間に第1の反射
面が配置され、第1の反射面によって反射された光が第２の反射面によってさらに反射さ
れ、光源の各ＬＥＤ素子からの光のうち第１の反射面に照射されない光が第２の反射面に
よって反射され、第２の反射面によって反射された光が室内の床等の所定の照射位置に向
かって照射される。
【００２４】
　このように、光源から出る光のうち光照射範囲中央近傍の強い光が第１の反射面によっ
て反射されて、その反射した光の大部分は光源の各ＬＥＤ素子の光軸に対して第１の反射
面の傾斜角度に応じた角度をなすように外側に向かって進み、その光が第２の反射面によ
って床等の所定の照射位置に照射される。このため、第２の反射面の仕様を適宜調整する
ことによって、各ＬＥＤ素子の光が直接的に床等の照射位置に向かって照射される場合と
比較し、照射位置における照度のむらを低減することができる。
【００２５】
　また、室内の天井において光軸が真上を向くように各ＬＥＤ素子が配置されても、光源
から出る光のうち光照射範囲中央近傍の強い光が第１の反射面によって反射され、その反
射した光が第２の反射面によって床等の所定の照射位置に照射され、光源から第２の反射
面に直接照射される光も床等の所定の照射位置に向かって反射する。このため、光源の各
ＬＥＤ素子からの光を効率的に床等の所定の照射位置に照射することができる。即ち、照
射位置における照度を確保しつつ省エネルギー化を図る上で極めて有利である。
【００２６】
　また、本発明の照明装置は、所定方向に延設された蛍光管と、当該蛍光管に沿って延設
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されたランプ内反射板と、透光性材料から成り前記蛍光管の延設方向に延在している透光
カバーとを有し、前記反射板と前記透光カバーとの間に前記蛍光管が配置され、前記蛍光
管の延設方向と直交する方向における所定の光照射角度範囲に光を照射する蛍光ランプと
、前記蛍光ランプの蛍光管の延設方向に延在する一対の面から成り、当該一対の面が交わ
る部分に前記蛍光ランプ側に向かって凸状の稜線が形成され、前記蛍光ランプから照射さ
れる光のうち前記光照射角度範囲の中央に対して１０°以内の範囲の光を受光するように
配置され、前記一対の面が前記稜線の近傍で互いに６０°以上１２０°以下の角度をなす
第１の反射面と、前記蛍光ランプの前記蛍光管の延設方向と直交する方向において前記第
１の反射面の両外側に設けられた一対の第２の反射面とを備え、当該一対の第２の反射面
は、その間の空間に前記第１の反射面が配置され、前記第１の反射面によって反射される
光及び前記蛍光ランプから直接照射される光を反射するものである。
【００２７】
　このように、第１の反射面の一対の面が交わる部分には蛍光ランプ側に向かって凸状の
稜線が形成され、該稜線が蛍光ランプの光照射角度範囲の中央に対して１０°以内の範囲
の光を受光するように配置され、第1の反射面の一対の面は稜線の近傍で互いに６０°以
上１２０°以下の角度をなすので、蛍光ランプからの光が第1の反射面によって反射し、
その反射した光の大部分は蛍光ランプの光軸面に対して第１の反射面の傾斜角度に応じた
角度（例えば４５°以上の角度）をなすように外側に向かって進むことになる。また、第
1の反射面の両外側に設けられた一対の第２の反射面を有し、該一対の第２の反射面の間
の空間に第1の反射面が配置され、第1の反射面によって反射された光が第２の反射面によ
ってさらに反射され、蛍光ランプから直接照射される光も第２の反射面によって反射され
るようになっている。
【００２８】
　例えば、この照明装置が室内の天井に取付けられる場合、光軸面が上を向くように蛍光
ランプが配置されるとともに、その上方に第１の反射面が配置され、第１の反射面の稜線
が下方に向かって凸状となる。また、一対の第２の反射面の間の空間に第1の反射面が配
置され、第1の反射面によって反射された光が第２の反射面によってさらに反射され、蛍
光ランプから直接照射される光も第２の反射面によって反射され、第２の反射面によって
反射された光が室内の床等の所定の照射位置に向かって照射される。
【００２９】
　したがって、蛍光ランプからの光を効率的に床等の所定の照射位置に照射することがで
き、照射位置における照度を確保しつつ省エネルギー化を図る上で極めて有利である。
【００３０】
　また、本発明の照明装置は、所定方向に延設され、その延設方向と直交する方向におい
て３６０°の光照射角度範囲に光を照射する蛍光管と、当該蛍光管に沿って延設された反
射板とを有する照明装置であって、前記反射板は、前記蛍光管から照射される光のうち所
定の光照射角度範囲の光を受光するものであり、且つ、前記蛍光管の延設方向に延在する
一対の面から成り、当該一対の面が交わる部分に前記蛍光管側に向かって凸状の稜線が形
成され、前記蛍光管から照射される光のうち前記所定の光照射角度範囲の中央に対して１
０°以内の範囲の光を受光するように配置され、前記一対の面が前記稜線の近傍で互いに
６０°以上１２０°以下の角度をなす第１の反射面と、前記蛍光管の延設方向と直交する
方向において前記第１の反射面の両外側に設けられた一対の第２の反射面とを有し、当該
一対の第２の反射面は、その間の空間に前記第１の反射面が配置され、前記第１の反射面
から反射される光及び前記蛍光管から直接照射される光を反射するものである。
【００３１】
　このように、第１の反射面の一対の面が交わる部分には蛍光管側に向かって凸状の稜線
が形成され、該稜線が前記所定の光照射角度範囲の中央に対して１０°以内の範囲の光を
受光するように配置され、第1の反射面の一対の面は稜線の近傍で互いに６０°以上１２
０°以下の角度をなすので、蛍光管からの光が第1の反射面によって反射し、その反射し
た光の大部分は前記中央面に対して第１の反射面の傾斜角度に応じた角度（例えば４５°
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以上の角度）をなすように外側に向かって進むことになる。また、第1の反射面の両外側
に設けられた一対の第２の反射面を有し、該一対の第２の反射面の間の空間に第1の反射
面が配置され、第1の反射面によって反射された光が第２の反射面によってさらに反射さ
れ、蛍光ランプから直接照射される光も第２の反射面によって反射されるようになってい
る。
【００３２】
　例えば、この照明装置が室内の天井に取付けられる場合、前記中央面が上を向くように
蛍光管が配置されるとともに、その上方に第１の反射面が配置され、第１の反射面の稜線
が下方に向かって凸状となる。また、一対の第２の反射面の間の空間に第1の反射面が配
置され、第1の反射面によって反射された光が第２の反射面によってさらに反射され、蛍
光管から直接照射される光も第２の反射面によって反射され、第２の反射面によって反射
された光が室内の床等の所定の照射位置に向かって照射される。
【００３３】
　したがって、蛍光管からの光を効率的に床等の所定の照射位置に照射することができ、
照射位置における照度を確保しつつ省エネルギー化を図る上で極めて有利である。
【００３４】
　また、本発明は、所定方向に延設された蛍光管と、当該蛍光管に沿って延設された反射
板と、透光性材料から成り前記蛍光管の延設方向に延在している透光カバーとを有し、前
記反射板と前記透光カバーとの間に前記蛍光管が配置された蛍光ランプであって、前記反
射板は、前記蛍光管の延設方向に延在する一対の面から成り、当該一対の面が交わる部分
に前記蛍光管側に向かって凸状の稜線が形成された第１の反射面と、前記蛍光管の延設方
向と直交する方向において前記第１の反射面の両側に設けられた一対の第２の反射面とを
備え、当該一対の第２の反射面は、その間の空間に前記第１の反射面が配置され、前記第
１の反射面によって反射される光及び前記蛍光管から直接照射される光を反射するように
構成されている。
【００３５】
　このように、第１の反射面の一対の面が交わる部分には蛍光管側に向かって凸状の稜線
が形成されているので、蛍光管からの光が第1の反射面によって反射し、その反射した光
の大部分は第１の反射面の傾斜角度に応じた角度をなすように外側に向かって進むことに
なる。また、第1の反射面の両側に設けられた一対の第２の反射面を有し、該一対の第２
の反射面の間の空間に第1の反射面が配置され、第1の反射面によって反射された光が第２
の反射面によってさらに反射され、蛍光管から直接照射される光も第２の反射面によって
反射されるようになっている。
【００３６】
　例えば、この蛍光ランプが室内の天井に取付けられる場合、蛍光管の上方に第１の反射
面が配置され、第１の反射面の稜線が下方に向かって凸状となる。また、一対の第２の反
射面の間の空間に第1の反射面が配置され、第1の反射面によって反射された光が第２の反
射面によってさらに反射され、蛍光管から直接照射される光も第２の反射面によって反射
され、第２の反射面によって反射された光が透光カバーを介して室内の床等の所定の照射
位置に向かって照射される。
【００３７】
　したがって、蛍光管からの光を効率的に床等の所定の照射位置に照射することができ、
照射位置における照度を確保しつつ省エネルギー化を図る上で極めて有利である。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によれば、省エネルギー化を図ることができ、且つ、照射位置における照度のむ
らが少ない照明装置を提供することができる。また、照射位置における照度を確保しつつ
省エネルギー化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
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【図１】本発明の第１実施形態の照明装置の要部断面図
【図２】照明装置の断面図
【図３】照明装置の下面図
【図４】光源の上面図
【図５】光源の下面図
【図６】照明装置の斜視図
【図７】照明装置を設置した部屋の概略図
【図８】照明装置の動作説明図
【図９】本発明の第２実施形態の照明装置の要部断面図
【図１０】照明装置の動作説明図
【図１１】本発明の第３実施形態の照明装置の要部断面図
【図１２】照明装置の動作説明図
【図１３】本発明の第４実施形態の照明装置の要部断面図
【図１４】照明装置の動作説明図
【図１５】本発明の第５実施形態の照明装置の要部断面図
【図１６】照明装置の動作説明図
【図１７】本発明の第６実施形態の照明装置の要部断面図
【図１８】照明装置の動作説明図
【図１９】本発明の第７実施形態の照明装置の要部断面図
【図２０】照明装置の動作説明図
【図２１】実験結果を示す表
【図２２】実験方法を示す概略図
【図２３】比較例の照明装置の要部断面図
【図２４】第１実施形態の第１変形例を示す照明装置の要部断面図
【図２５】第１実施形態の第２変形例を示す照明装置の要部断面図
【図２６】第１実施形態の第３変形例を示す照明装置の要部断面図
【図２７】第１実施形態の第４変形例を示す照明装置の要部断面図
【図２８】第１実施形態の第５変形例を示す照明装置の要部断面図
【図２９】第１実施形態の第６変形例を示す照明装置の要部断面図
【図３０】第１実施形態の照明装置の使用状態説明図
【図３１】本発明の第８実施形態の照明装置の要部断面図
【図３２】照明装置の断面図
【図３３】照明装置の下面図
【図３４】蛍光ランプの上面図
【図３５】蛍光ランプの下面図
【図３６】蛍光ランプの要部断面図
【図３７】照明装置の動作説明図
【図３８】実験結果を示す表
【図３９】比較例の照明装置の要部断面図
【図４０】第８実施形態の第１変形例を示す照明装置の要部断面図
【図４１】第８実施形態の第２変形例を示す照明装置の要部断面図
【図４２】第８実施形態の第３変形例を示す照明装置の要部断面図
【図４３】本発明の第１５実施形態の照明装置の要部断面図
【図４４】本発明の第１６実施形態の照明装置の要部断面図
【図４５】本発明の第１７実施形態の照明装置の要部断面図
【図４６】実験結果を示す表
【図４７】本発明の第１８実施形態の照明装置の要部断面図
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　本発明の第１実施形態の照明装置を図１～８を参照しながら説明する。本実施形態では
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、図１、３及び６に示すように、ＬＥＤ素子の並設方向をＸ方向とし、ＬＥＤ素子の並設
方向と直交し且つ光源の光軸と略直交する方向をＹ方向とする。
【００４１】
　この照明装置は、図１～８に示すように、直管型の光源１０と反射板２０とを備えてい
る。
【００４２】
　光源１０は、例えば特開２０１０－１９２２４２号公報や特開２０１０－２１２０４３
号公報等に開示されている公知の直管型のＬＥＤ光源を用いることが可能である。本実施
形態では、所定方向（Ｘ方向）に並設された複数のＬＥＤ素子１１と、合成プラスチック
やガラス等の公知の透光性材料から成ると共に、ＬＥＤ素子１１の並設方向に延在し、前
記複数のＬＥＤ素子１１を覆うように設けられて、ＬＥＤ素子１１の並設方向と直交し且
つ光源１０の光軸と略直交する方向（Ｙ方向）に所定の幅寸法Ｗ１を有する透光カバー１
２と、複数のＬＥＤ１１が実装されている基板１３と、基板１３におけるＬＥＤ１１の実
装面とは反対の面に接触し、光源１０の外周面の一部を構成しているヒートシンク１４と
、光源１０の長手方向の両端にそれぞれ設けられた口金１５と、各口金１５にそれぞれ２
本ずつ設けられた端子１５ａとを有する。本実施形態では、透光カバー１２の幅寸法Ｗ１
は２８ｍｍであるが、それ以外の幅寸法Ｗ１の透光カバー１２を用いることも可能である
。また、この光源１０は、透光カバー１２による各ＬＥＤ素子１１の光の拡散が少ないタ
イプのものであるが、各ＬＥＤ素子１１の光の拡散が多いタイプの透光カバーも本実施形
態に適用可能である。また、本実施形態ではチップ型のＬＥＤ素子１０を用いているが、
砲弾型やその他のタイプのＬＥＤ素子を用いることも可能である。ヒートシンク１４は例
えばアルミニウム等の金属材料から成り、光源１０の外周面を構成する位置に光源１０の
長手方向に延びる複数の放熱フィン１４ａを有する。この光源１０は、各口金１５の端子
１５ａが室内の天井に設けられたソケット１００に差込まれることにより、室内の天井に
取付けられる。また、光源１０が室内の天井に取付けられる際に、光源１０の各ＬＥＤ素
子１１が真上を向くように取付けられる。即ち、光源１０の各ＬＥＤ素子１１の光軸が真
上を向き、光源１０のヒートシンク１４が光源１０の下側に位置する。ソケット１００は
蛍光灯を取り付けるための既存のソケットをそのまま使用することが可能であり、口金１
５又は基板１３には交流電流を各ＬＥＤ１１に適した直流電流に変換する回路が設けられ
ている。
【００４３】
　反射板２０はアルミニウム等の金属板を折り曲げて形成され、第１の反射面２１と一対
の第２の反射面２２とを有する。本実施形態では、各反射面２１，２２は中心線平均粗さ
で０．５μｍ以上となるように粗面状に、又は凹凸を有するように形成されている。例え
ば、各反射面２１，２２を構成するアルミニウム板の表面は、中心線平均粗さで０．５μ
ｍ以上となるように、ショットブラスト等による粗面状処理及び陽極酸化被膜処理が行わ
れている。他の例では、各反射面２１，２２を構成するアルミニウム板の表面に、エンボ
ス加工等によって小さな凹部が複数形成されるとともに、アルミニウム表面に、反射率を
向上するために、ラス状やプラスチック状の透光性材料がＰＶＤ等によりコーティングさ
れる。反射板２０は室内の天井に取付けられているので、光源１０がソケット１００に取
付けられた際に、その光源１０の上方に位置する。例えば、蛍光灯用の従来の反射板を取
外し、その位置に反射板２０を取付けることが可能である。
【００４４】
　第１の反射面２１はＸ方向に延在する一対の面２１ａから成る。各面２１ａは平面から
成り、一対の面２１ａが交わる部分に光源１０のＬＥＤ素子１１側に向かって凸状の稜線
２１ｂが形成されている。第１の反射面２１の一対の面２１ａは、図１及び２に示すよう
に、光源１０の各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して所定の光照射角度範囲α（本実施形態で
はαは２５°）の光を受光するように配置され、稜線２１ｂの近傍で互いに角度β（本実
施形態ではβは１０２°）をなす。尚、一対の面２１ａはＹ方向における前記所定の光照
射角度範囲αの光を受光するように配置されていれば良い。また、本実施形態では、第１
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の反射面２１のＹ方向における幅寸法Ｗ２は３６ｍｍである。本実施形態では、複数のＬ
ＥＤ素子１１が一列に並んでおり、光源１０のＹ方向における光照射範囲の中央はＬＥＤ
素子１１の光軸と一致している。このため、第１の反射面２１の稜線２１ｂは光源１０の
Ｙ方向における光照射範囲の中央に配置されている。また、第１の反射面２１の稜線２１
ｂと光源１０の透光カバー１２との距離Ｄは第１反射面Ｗ２の幅寸法Ｗ２の１／３程度で
ある。
【００４５】
　各第２の反射面２２は第１の反射面２１に対してＹ方向の両外側に設けられ、当該一対
の第２の反射面２２の間の空間に第１の反射面２１が配置されている。各第２の反射面２
２は、第１の反射面２１に最も近い部分を構成する第１の面２２ａと、次に第１の反射面
２１に近い部分を構成する第２の面２２ｂと、次に第１の反射面２１に近い部分を構成す
る第３の面２２ｃと、最も第１の反射面２１から遠い部分を構成する第４の面２２ｄとを
有する。第１～第４の面２２ａ～２２ｄはそれぞれ平面から成り、Ｘ方向に延在している
。第４の面２２ｄの外端にはフランジ部２３が設けられ、フランジ部２３は室内の天井へ
の取付け用に設けられている。第１の面２２ａは第１の反射面２１の面２１ａと角度γ１
（本実施形態ではγ１は１２０°）をなし、第２の面２２ｂは第１の面２２ａと角度γ２
（本実施形態ではγ２は１７０°）をなし、第３の面２２ｃは第２の面２２ｂと角度γ３
（本実施形態ではγ３は１７０°）をなし、第４の面２２ｄは第３の面２２ｃと角度γ４
（本実施形態ではγ４は１７０°）をなす。また、本実施形態では、第１～第４の面２２
ａ～２２ｄの幅寸法Ｌ１～Ｌ４はそれぞれ１９ｍｍである。
【００４６】
　以上のように、この照明装置は、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して２５°の光照射角度
範囲の光が第１の反射面２１の一対の面２１ａに照射され、当該一対の面２１ａが交わる
部分には各ＬＥＤ素子１１側に向かって凸状の稜線２１ｂが形成され、第１の反射面２１
の一対の面２１ａは稜線２１ｂの近傍で互いに１０２°の角度をなす。このため、各ＬＥ
Ｄ素子１１からの光が第１の反射面２１によって反射し、その反射した光の大部分は、図
８に示すように、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して第１の反射面２１の傾斜角度に応じた
角度（おおよそ７０°以上の角度）をなすように外側に向かって進むことになる。また、
第１の反射面２１に対してＬＥＤ素子１１の光軸と交差する方向の両外側に設けられた一
対の第２の反射面２２を有し、当該一対の第２の反射面２２の間の空間に第１の反射面２
１が配置され、第１の反射面２１によって反射された光が第２の反射面２２によってさら
に反射され、光源１０からの光のうち第１の反射面に照射されない光が第２の反射面によ
って反射される。
【００４７】
　また、光軸が真上を向くように各ＬＥＤ素子１１が配置されるとともに、その上方に第
１の反射面２１が配置され、第１の反射面２１の稜線２１ｂが下方に向かって凸状となっ
ている。また、一対の第２の反射面２２の間の空間に第１の反射面２１が配置され、第１
の反射面２１によって反射された光が第２の反射面２２によってさらに反射され、各ＬＥ
Ｄ素子１１からの光のうち第１の反射面２１に照射されない光が第２の反射面によって反
射され、第２の反射面２２によって反射された光が室内の床等の照射位置に向かって照射
される。
【００４８】
　このように、光源１０の光照射範囲中央近傍の強い光、つまり本実施形態の場合は各Ｌ
ＥＤ素子１１の光軸周りの強い光が第１の反射面２１によって反射され、その反射した光
の大部分は各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して第１の反射面２１の傾斜角度に応じた角度を
なすように外側に向かって進み、その光が第２の反射面２２によって床等の照射位置に照
射される。このため、各ＬＥＤ素子１１の光が直接的に床等の照射位置に照射される場合
と比較し、照射位置における照度のむらを低減することができる。
【００４９】
　また、室内の天井において光軸が真上を向くように各ＬＥＤ素子１１が配置されても、
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光源１０の光照射範囲中央近傍の強い光、つまり本実施形態の場合は各ＬＥＤ素子１１か
ら出る光のうち光軸周りの強い光が第１の反射面２１によって反射され、その反射した光
が第２の反射面２２によって床等の照射位置に向かって反射され、光源１０から第２の反
射面２２に直接照射される光も床等の照射位置に向かって反射する。このため、光源１０
の各ＬＥＤ素子１１からの光を効率的に床等の照射位置に照射することができる。
【００５０】
　また、本実施形態では、光源１０の各ＬＥＤ素子１１の光軸が上方を向き、光源１０に
おいて各ＬＥＤ素子１１の下側に各ＬＥＤ素子１１の温度上昇を防止するためのヒートシ
ンク１４が配置されている。即ち、光源１０において反射板２０における第１の反射面２
１側に各ＬＥＤ素子１１が配置され、第１の反射面２１から離れた側にヒートシンク１４
が配置されているので、ヒートシンク１４に室内の空気が当たりやすくなり、放熱を効率
的に行うことができる。
【００５１】
　また、本実施形態では、各反射面２１，２２が中心線平均粗さで０．５μｍ以上となる
ように粗面状に、又はエンボス加工等によって凹凸を有するように形成されている。この
ため、光源１０が点光源であるＬＥＤ素子１１の集合であり、各ＬＥＤ素子１１は光の指
向性が強いものであるが、各反射面２１，２２によって各ＬＥＤ素子１１からの光が拡散
される。特に、各ＬＥＤ素子１１の光軸周りの強い光は第１の反射面２１及び第２の反射
面２２の両方によって反射されて照射位置に照射されるので、照射位置の光のむらを低減
する上で極めて有利である。
【００５２】
　尚、各反射面２１，２２が例えば鏡面仕上げされて中心線平均粗さが０．１μｍ程度で
ある場合でも、各ＬＥＤ素子１１からの光が各反射面２１，２２によって反射される際に
、各ＬＥＤ素子１１からの光が少なからず各反射面２１，２２によって拡散される。この
ため、各ＬＥＤ素子１１の光が直接的に床等の照射位置に照射される場合と比較して各Ｌ
ＥＤ素子１１からの光が拡散され、照射位置における照度のむらを低減することができる
。
【００５３】
　本発明の第２実施形態の照明装置を図９及び１０を参照しながら説明する。本実施形態
は、第１実施形態において反射板２０の第１の反射面２１の角度β、幅寸法Ｗ２、及び第
２の反射面２２の角度γ１を変更したものであり、その他の構成は第１実施形態と同様で
ある。
【００５４】
　本実施形態の第１の反射面２１の一対の面２１ａは、図９に示すように、光源１０の各
ＬＥＤ１１の光軸に対して所定の光照射角度範囲α（本実施形態ではαは１５°）の光を
受光するように配置され、稜線２１ｂの近傍で互いに角度β（本実施形態ではβは６０°
）をなす。また、第１の反射面２１のＹ方向における幅寸法Ｗ２は２３．５ｍｍであり、
第１の反射面２１の稜線２１ｂと光源１０の透光カバー１２との距離Ｄは透光カバーの幅
寸法Ｗ１の１／３程度である。
【００５５】
　第２の反射面２２の第１の面２２ａは第１の反射面２１の面２１ａと角度γ１（本実施
形態ではγ１は１１０°）をなし、第２の面２２ｂは第１の面２２ａと角度γ２（本実施
形態ではγ２は１７０°）をなし、第３の面２２ｃは第２の面２２ｂと角度γ３（本実施
形態ではγ３は１７０°）をなし、第４の面２２ｄは第３の面２２ｃと角度γ４（本実施
形態ではγ４は１７０°）をなす。また、本実施形態では、第１～第４の面２２ａ～２２
ｄの幅寸法Ｌ１～Ｌ４はそれぞれ１９ｍｍである。
【００５６】
　このように構成されている場合でも、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して１５°の光照射
角度範囲の光が第１の反射面２１によって反射し、その反射した光の大部分が、図１０に
示すように、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して第１の反射面２１の傾斜角度に応じた角度
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（おおよそ４５°以上の角度）をなすように外側に向かって進むことになる。このため、
本実施形態の照明装置も第１実施形態の照明装置と同様の作用効果を奏する。
【００５７】
　本発明の第３実施形態の照明装置を図１１及び１２を参照しながら説明する。本実施形
態は、第１実施形態において反射板２０の第１の反射面２１の角度β及び幅寸法Ｗ２を変
更したものであり、その他の構成は第１実施形態と同様である。
【００５８】
　本実施形態の第１の反射面２１の一対の面２１ａは、図１１に示すように、光源１０の
各ＬＥＤ１１の光軸に対して所定の光照射角度範囲α（本実施形態ではαは３０°）の光
を受光するように配置され、稜線２１ｂの近傍で互いに角度β（本実施形態ではβは１２
０°）をなす。また、第１の反射面２１のＹ方向における幅寸法Ｗ２は４０．５ｍｍであ
り、第１の反射面２１の稜線２１ｂと光源１０の透光カバー１２との距離Ｄは透光カバー
の幅寸法Ｗ１の１／３程度である。
【００５９】
　第２の反射面２２の第１の面２２ａは第１の反射面２１の面２１ａと角度γ１（本実施
形態ではγ１は１２０°）をなし、第２の面２２ｂは第１の面２２ａと角度γ２（本実施
形態ではγ２は１７０°）をなし、第３の面２２ｃは第２の面２２ｂと角度γ３（本実施
形態ではγ３は１７０°）をなし、第４の面２２ｄは第３の面２２ｃと角度γ４（本実施
形態ではγ４は１７０°）をなす。また、本実施形態では、第１～第４の面２２ａ～２２
ｄの幅寸法Ｌ１～Ｌ４はそれぞれ１９ｍｍである。
【００６０】
　このように構成されている場合でも、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して３０°の光照射
角度範囲の光が第１の反射面２１によって反射し、その反射した光の大部分が、図１２に
示すように、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して第１の反射面２１の傾斜角度に応じた角度
（おおよそ６５°以上の角度）をなすように外側に向かって進むことになる。このため、
本実施形態の照明装置も第１実施形態の照明装置と同様の作用効果を奏する。
【００６１】
　本発明の第４実施形態の照明装置を図１３及び１４を参照しながら説明する。本実施形
態は、第１実施形態において反射板２０の第２の反射面２２の仕様を変更したものであり
、その他の構成は第１実施形態と同様である。
【００６２】
　本実施形態の各第２の反射面２２は第１の反射面２１に対してＹ方向の両外側に設けら
れ、該一対の第２の反射面２２の間の空間に第１の反射面２１が配置されている。各第２
の反射面２２はＸ方向に延びる円筒の内周面の周方向の一部によって形成されている。各
第１の面２２ａは各第２の反射面２２とそれぞれ角度γ１（本実施形態ではγ１は１３０
°）をなす。
【００６３】
　以上のように構成された照明装置も、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して２５°の光照射
角度範囲の光が第１の反射面２１によって反射し、その反射した光の大部分が、図１４に
示すように、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して第１の反射面２１の傾斜角度に応じた角度
（おおよそ７０°以上の角度）をなすように外側に向かって進むことになる。また、第１
の反射面２１に対してＬＥＤ素子１１の光軸と交差する方向の両外側に設けられた一対の
第２の反射面２２を有し、該一対の第２の反射面２２の間の空間に第１の反射面２１が配
置され、第１の反射面２１によって反射された光が第２の反射面によってさらに反射され
、光源１０からの光のうち第１の反射面に照射されない光が第２の反射面によって反射さ
れる。このため、本実施形態の照明装置も第１実施形態の照明装置と同様の作用効果を奏
する。
【００６４】
　本発明の第５実施形態の照明装置を図１５及び１６を参照しながら説明する。本実施形
態は、第１実施形態において反射板２０の第１の反射面２１の仕様及び第２の反射面２２
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の角度γ１を変更したものであり、その他の構成は第１実施形態と同様である。
【００６５】
　本実施形態の第１の反射面２１の一対の面２１ａは、図１１に示すように、光源１０の
各ＬＥＤ１１の光軸に対して所定の光照射角度範囲α（本実施形態ではαは２３°）の光
を受光するように配置され、稜線２１ｂの近傍で互いに角度β（本実施形態ではβは１０
２°）をなす。各面２１ａは、Ｘ方向に延在する幅方向内側面ＩＳと、幅方向内側面ＩＳ
に対してＹ方向の外側に設けられてＸ方向に延在する幅方向外側面ＯＳとを有し、各幅方
向内側面ＩＳが交わる部分に前記稜線２１ｂが形成されている。また、幅方向外側面ＯＳ
は幅方向内側面ＩＳと所定の角度δ（本実施形態ではδは１９０°）をなす。また、第１
の反射面２１のＹ方向における幅寸法Ｗ２は３１ｍｍであり、第１の反射面２１の稜線２
１ｂと光源１０の透光カバー１２との距離Ｄは透光カバーの幅寸法Ｗ１の１／３程度であ
る。
【００６６】
　第２の反射面２２の第１の面２２ａは第１の反射面２１の面２１ａと角度γ１（本実施
形態ではγ１は１１０°）をなす。
【００６７】
　このように構成されている場合でも、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して２３°の光照射
角度範囲の光が第１の反射面２１によって反射し、その反射した光の大部分が、図１６に
示すように、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して第１の反射面２１の傾斜角度に応じた角度
（おおよそ５０°以上の角度）をなすように外側に向かって進むことになる。このため、
本実施形態の照明装置も第１実施形態の照明装置と同様の作用効果を奏する。
【００６８】
　本発明の第６実施形態の照明装置を図１７及び１８を参照しながら説明する。本実施形
態は、第１実施形態において反射板２０の第２の反射面２２の仕様を変更したものであり
、その他の構成は第１実施形態と同様である。
【００６９】
　本実施形態の各第２の反射面２２は第１の反射面２１に対してＹ方向の両外側に設けら
れ、該一対の第２の反射面２２の間の空間に第１の反射面２１が配置されている。各第２
の反射面２２は、第１の反射面２１に最も近い部分を構成する第１の面２２ａと、次に第
１の反射面２１に近い部分を構成する第２の面２２ｂとを有する。第１及び第２の面２２
ａ，２２ｂはそれぞれ平面からなり、Ｘ方向に延在している。第１の面２２ａは第１の反
射面２１の面２１ａと角度γ１（本実施形態ではγ１は１１５°）をなし、第２の面２２
ｂは第１の面２２ａと角度γ２（本実施形態ではγ２は１６０°）をなす。また、本実施
形態では、第１及び第２の面２２ａ，２２ｂの幅寸法Ｌ１及びＬ２はそれぞれ３８ｍｍで
ある。
【００７０】
　以上のように構成された照明装置も、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して２５°の光照射
角度範囲の光が第１の反射面２１によって反射し、その反射した光の大部分が、図１８に
示すように、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して第１の反射面２１の傾斜角度に応じた角度
（おおよそ７０°以上の角度）をなすように外側に向かって進むことになる。また、第１
の反射面２１に対してＬＥＤ素子１１の光軸と交差する方向の両外側に設けられた一対の
第２の反射面２２を有し、該一対の第２の反射面２２の間の空間に第１の反射面２１が配
置され、第１の反射面２１によって反射された光が第２の反射面によってさらに反射され
、光源１０からの光のうち第１の反射面に照射されない光が第２の反射面によって反射さ
れる。このため、本実施形態の照明装置も第１実施形態の照明装置と同様の作用効果を奏
する。
【００７１】
　本発明の第７実施形態の照明装置を図１９及び２０を参照しながら説明する。本実施形
態は、第１実施形態において反射板２０の第２の反射面２２の仕様を変更したものであり
、その他の構成は第１実施形態と同様である。
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【００７２】
　本実施形態の各第２の反射面２２は第１の反射面２１に対してＹ方向の両外側に設けら
れ、該一対の第２の反射面２２の間の空間に第１の反射面２１が配置されている。各第２
の反射面２２は、第１の反射面２１に最も近い部分を構成する第１の面２２ａを有し、第
１及の面２２ａは平面からなるとともに、Ｘ方向に延在している。第１の面２２ａは第１
の反射面２１の面２１ａと角度γ１（本実施形態ではγ１は１１５°）をなす。また、本
実施形態では、第１の面２２ａの幅寸法Ｌ１は７０ｍｍである。
【００７３】
　以上のように構成された照明装置も、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して２５°の光照射
角度範囲の光が第１の反射面２１によって反射し、その反射した光の大部分が、図２０に
示すように、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して第１の反射面２１の傾斜角度に応じた角度
（おおよそ７０°以上の角度）をなすように外側に向かって進むことになる。また、第１
の反射面２１に対してＬＥＤ素子１１の光軸と交差する方向の両外側に設けられた一対の
第２の反射面２２を有し、該一対の第２の反射面２２の間の空間に第１の反射面２１が配
置され、第１の反射面２１によって反射された光が第２の反射面によってさらに反射され
、光源１０からの光のうち第１の反射面に照射されない光が第２の反射面によって反射さ
れる。このため、本実施形態の照明装置も第１実施形態の照明装置と同様の作用効果を奏
する。
【００７４】
　図２１は実験結果を示すものである。この実験結果は、第１～第７実施形態の照明装置
を製作し、また、第１及び第２の実施形態において角度βや幅寸法Ｗ２や距離Ｄを変更し
た他の照明装置を製作し、照射位置である床における照度及び照度のむらを評価したもの
である。図２１における実験例１～７は第１～第７実施形態にそれぞれ対応し、実験例８
は第１実施形態において幅寸法Ｗ２を２９ｍｍとして角度αを２０°としたものであり、
実験例９は第１実施形態において幅寸法Ｗ２を２１．５ｍｍとして角度αを１５°とした
ものであり、実験例１０は第１実施形態において幅寸法Ｗ２を１４．５ｍｍとして角度α
を１０°としたものであり、実験例１１は第１実施形態において幅寸法Ｗ２を７．２ｍｍ
として角度αを５°としたものである。また、図２１における実験例１２は第２実施形態
において距離Ｄを幅寸法Ｗ２と等しくしたものである。また、図２１における比較例１は
、第１実施形態において、各ＬＥＤ素子１０の光軸が真下を向き、光源１０からの光のほ
とんどが床に直接照射されるようにしたものであり、比較例２は、図２３に示すように、
第１の反射面２１の代わりに平面である反射面を設けたものである。
【００７５】
　この実験では、図２２に示すように、照明装置を２．５ｍの高さの天井に１つだけ取付
け、照明装置の真下の床である第１位置Ｐ１と、第１位置Ｐ１からＹ方向に１ｍだけ離れ
た第２位置Ｐ２と、第２位置Ｐ２からＹ方向に１ｍだけ離れた第３位置Ｐ３において照度
をそれぞれ測定し、Ｐ１～Ｐ３の平均照度を求めるとともに、Ｐ１とＰ２とＰ３との間の
最大の差を照度バラツキとして求めた。尚、実験例１～１２及び比較例１，２において、
光源１０等のその他の条件は互いに同一である。
【００７６】
　図２１の実験例１～１２と比較例２との比較から、光源１０を各ＬＥＤ１１が上向きに
なるように設置した場合、反射板２０に第１の反射面２１を設けることにより、床面の照
度が高くなることが確認された。また、角度αが１０°以上であれば、比較例１のように
光源１０の各ＬＥＤ素子１１を下向きに設置して各ＬＥＤ素子１１の光を直接的に床に照
射する場合と比較して、平均照度が高くなり、且つ、照度バラツキが小さかった。
【００７７】
　一方、角度βが６０°及び１２０°の実験例２及び３と比較し、角度αが１０２°であ
る実験例１，８，９，１０，１１は、照度バラツキが小さかった。これにより、角度βは
、７０°以上１１５°以下の範囲であることが照射位置における光のむらを低減する上で
より好ましく、９０°以上１１０°以下の範囲であることが照射位置における光のむらを
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低減する上でさらに好ましいと考えられる。
【００７８】
　実験例４と比較し、各第２の反射面２２が複数の平面又は単一の平面から成る実験例１
，６，７の方が、照度バラツキが小さかった。これは、各ＬＥＤ素子１１から光が放射状
に照射され、その光が平面である第１の反射面２１によって反射されているので、第２の
反射面２２が凹曲面の場合、各ＬＥＤ素子１１や第１の反射面２１からの光が第２の反射
面２２によって集光される傾向を有することが理由の一つであると考えられる。尚、実験
例４でも比較例１に対して平均照度が高く、照度バラツキが小さいので、第１実施形態と
同様の作用効果は認められる。
【００７９】
　また、実験例１～１２の結果では、第１の反射面２１の各面２１ａと各第２の反射面２
２における第１の反射面２１の近傍とのなす角度γ１が１１０°～１３０°であり、この
範囲で前述の作用効果が確認されている。この角度γ１は光源１０や第１の反射面２１や
照射範囲に応じて適宜変更可能であるが、実験例１～１２の結果から、本照明装置を室内
照明用に天井に設ける場合は、角度γ１は１００°以上１４０°以下であることが好まし
く、１１０°以上１３０°以下であることがより好ましいと考えられる。
【００８０】
　また、実験例１２の結果や、実験例１～１１の結果から、距離Ｄが幅寸法Ｗ２に対して
１倍以下であれば、第１実施形態と同様の作用効果が効果的に発揮されることが確認され
た。尚、光源１０や反射板２０や照射範囲によっては、距離Ｄが幅寸法Ｗ２に対して１倍
以上であっても第１実施形態と同様の作用効果を奏する。また、照明装置を小型化する上
では、距離Ｄは小さい方が好ましい。
【００８１】
　また、実験例１～３，５，６，８～１２の結果から、各第２の反射面２２が、互いにＹ
方向に並設され、且つ、互いに所定の角度γ２～γ４をなして連続する複数の平面から構
成することが、照射位置における光のむらを低減する上で有利であることが確認された。
実験例１～３，５，６，８～１２では角度γ２～γ４は１６０°～１７０°であり、この
範囲で前述の作用効果が確認されている。この角度γ１は光源１０や第１の反射面２１や
照射範囲に応じて適宜変更可能であるが、実験例１～３，５，６，８～１２の結果から、
角度γ１は１５５°以上であることが好ましく、１６０°以上１７５°以下であることが
より好ましいと考えられる。
【００８２】
　前記各実施形態では、稜線２１ｂが線状にあらわれるものを示したが、図２４に示すよ
うに、稜線２１ｂが幅寸法Ｗ３を有する面状にあらわれる場合でも、幅寸法Ｗ３（一方の
面２１ａと他方の面２１ａとの距離）が幅寸法Ｗ２と比較して十分に小さい場合には、第
１実施形態と同様の作用効果を奏する。具体的には、幅寸法Ｗ３は幅寸法Ｗ２の１／５以
下であることが好ましく、１／１０以下であることがより好ましく、１／２０以下である
ことがさらに好ましい。即ち、幅寸法Ｗ３は小さければ小さい方が良い。また、図２４で
は稜線２１ｂは平面であるが、凸曲面や凹曲面とすることも可能である。
【００８３】
　前記各実施形態では、稜線２１ｂと各ＬＥＤ素子１１の光軸とが一致しているものを示
した。これに対し、図２５に示すように、稜線２１ｂと各ＬＥＤ素子１１の光軸とをＹ方
向にずらすことも可能である。この場合でも、各ＬＥＤ素子１１の光軸に対して所定の照
射角度範囲αの光が第１の反射面２１によって反射するので、角度αが図２１の実験結果
に沿ったものであれば、前述と同様の作用効果を奏する。また、図２５のように、稜線２
１ｂと各ＬＥＤ素子１１の光軸とを積極的にＹ方向にずらすことにより、各ＬＥＤ素子１
１の光軸が配置される側の第２の反射面２２の光の反射量を多くすることも可能である。
【００８４】
　前記各実施形態では、複数のＬＥＤ素子１１がＸ方向に１列に並設された光源１０を用
いるものを示した。これに対し、図２６に示すように、複数のＬＥＤ素子１１をＸ方向に
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複数列に並設することも可能である。この場合でも、図２６に示すように、各列のＬＥＤ
素子１１の光軸に対して所定の照射角度範囲αの光が第１の反射面２１によって受光され
るように構成され、角度αが図２１の実験結果に沿ったものであれば、前述と同様の作用
効果を奏し得る。又は、各列のうち少なくとも１つの列のＬＥＤ素子１１の光軸に対して
所定の照射角度範囲αの光が第１の反射面２１によって受光されるように構成され、その
角度αが図２１の実験結果に沿ったものであれば、前述と同様の作用効果を奏し得る。
【００８５】
　また、図２７に示すように、光源１０において、各列のＬＥＤ素子１１の光軸が互いに
異なる方向を向くように構成することも可能である。この場合でも、光源１０の光照射角
度範囲ζ１の中央に対して所定の光照射角度範囲ζ２の光が第1の反射面の一対の面によ
って受光されるようになっていれば、前述と同様の作用効果を奏する。また、角度ζ２の
範囲についても、前記各実施形態の角度αと同様の設定とすることにより、前記各実施形
態と同様の作用効果を奏する。尚、前記角度ζ１及びζ２の基準は、図２７に示すように
、例えば各列の中央の位置ＣＰとすることができる。
【００８６】
　前記各実施形態では、光源１０において各ＬＥＤ素子１１が直線上に並設されたものを
示したが、図２８に示すように、光源１０において各ＬＥＤ素子１１が円周方向に並設さ
れている場合であっても、前述と同様の構成を採用することが可能である。この場合、前
記Ｘ方向は円周方向となり、前記Ｙ方向は当該円周の半径方向となる。そして、例えば光
源１０はリング状となり、反射板２０も光源１０に沿ってリング状となり、この場合でも
前記各実施形態と同様の作用効果を奏する。
【００８７】
　前記各実施形態では、第１の反射面２１の各面２１ａが完全に平面から成るものを示し
たが、図２９に示すように、曲率半径が幅寸法Ｗ２の２倍以上、又は深さ寸法ＤＰ又は突
出寸法が１ｍｍ以下の曲面によって各面２１ａが構成されている場合、各面２１ａは平面
であるものとする。理由としては、このように若干の湾曲を有する曲面を用いる場合であ
っても、角度β等が前記各実施形態と同様に設定されていることにより、前記各実施形態
と同様の作用効果を奏するからである。
【００８８】
　また、第２の反射面２２の各面２２ａ～２２ｄについても、曲率半径が幅寸法Ｗ２の２
倍以上、又は深さ寸法ＤＰ又は突出寸法が１ｍｍ以下の曲面によって構成されている場合
、各面２２ａ～２２ｄは平面であるものとする。
【００８９】
　本実施形態の第８実施形態の照明装置を図３１～３８を参照しながら説明する。本実施
形態では、図３１及び３３に示すように、蛍光管３１の延設方向をＸ方向とし、蛍光管３
１の延設方向と直交し、且つ、以下説明する蛍光ランプ３０の光軸面ＬＳと直交する方向
をＹ方向とする。
【００９０】
　この照明装置は、図３１～３７に示すように、蛍光ランプ３０と反射板２０とを備えて
いる。この蛍光ランプ３０は、図３１に示すように、蛍光管３１の延設方向と直交する方
向（Ｙ方向）の所定の光照射角度範囲ζ１に光を照射するように構成されている。本実施
形態では、前記光照射角度範囲ζ１の中央面（Ｘ方向に延在する面）を蛍光ランプ３０の
光軸面ＬＳと称する。この蛍光ランプ３０は、後述するように、屋内の天井に取付けられ
る際に前記光軸面ＬＳが真上を向くように取付けられる。
【００９１】
　蛍光ランプ３０には、例えば特開２０１０－２５１２６１号公報や特開２０１０－２４
４８３５号公報や特開２０１０－２１１９６１号公報等に開示されている冷陰極管ランプ
を用いることが可能である。本実施形態では、所定方向（Ｘ方向）に延設された冷陰極管
（ＣＣＦＬ管）から成る複数（本実施形態では２本）の蛍光管３１と、各蛍光管３１にそ
れぞれ沿うように延設された複数（本実施形態では２枚）のランプ内反射板４０と、合成



(20) JP 2012-156123 A 2012.8.16

10

20

30

40

50

プラスチックやガラス等の公知の透光性材料から成り蛍光管３１の延設方向に延在してい
る透光カバー３２と、ランプ内反射板４０に沿って延設されたケース３３と、蛍光ランプ
３０の長手方向の両端にそれぞれ設けられた口金３４と、各口金３４にそれぞれ２本ずつ
設けられた端子３４ａとを有する。各ランプ内反射板４０はケース３３に取付具（図示せ
ず）によって取付けられ、各蛍光管３１もケース３３に取付具（図示せず）によって取付
けられている。また、各蛍光管３１はそれぞれランプ内反射板４０と透光カバー３２との
間に配置されている。本実施形態では透光カバー３２の幅寸法Ｗ１は２８ｍｍであるが、
それ以外の幅寸法Ｗ１の透光カバー３２を用いることも可能である。また、この蛍光ラン
プ３０は透光カバー３２による各蛍光管３１の光の拡散が少ないタイプのものであるが、
透光カバー３３による各蛍光管３１の光の拡散が多いタイプのものも使用可能である。ま
た、本実施形態では蛍光管３１として冷陰極管を用いているが、Ｔ４蛍光管やＴ５蛍光管
等の他の蛍光管を用いることも可能である。尚、本実施形態では２本の蛍光管３１が別体
で形成されているものを示したが、２本の蛍光管３１をその長さ方向の一端で例えばＵ字
形状の蛍光管によって連続するように形成することも可能である。この場合でも、本実施
形態では、２本の蛍光管３１がそれぞれＸ方向に延設されているものとする。
【００９２】
　各蛍光管３１は直径ｄ１が数ｍｍ（本実施形態では５ｍｍ）であり、互いに略平行とな
るように配置されている。ケース３３はアルミニウム等の金属材料から成ると共に各蛍光
管３１の延設方向に延びる筒状部材であり、内部に各蛍光管３１に電力を供給するための
インバータやＰＦＣ（Power Factor Controller，図示せず）が設けられている。
【００９３】
　各ランプ内反射板４０はアルミニウム等の金属板を折り曲げて形成され、第１の反射面
４１と第２の反射面４２とを有する。本実施形態では、各反射面４１，４２は中心線平均
粗さで０．５μｍ以上となるように粗面状に、又は凹凸を有するように形成されている。
例えば、各反射面４１，４２を構成するアルミニウム板の表面は、中心線平均粗さで０．
５μｍ以上となるように、ショットブラストなどによる粗面状処理及び陽極酸化処理が行
われている。他の例では、各反射面４１，４２を構成するアルミニウム板の表面に、エン
ボス加工などによって小さな凹部が複数形成されるとともに、アルミニウム表面に、反射
率を向上するために、ガラス状やプラスチック状の透光性材料がＰＶＤ等によりコーティ
ングされる。
【００９４】
　第１の反射面４１はそれぞれＸ方向に延在する一対の面４１ａから成る。各面４１ａは
平面から成り、一対の面４１ａが交わる部分に蛍光ランプ３０側に向かって凸状の稜線４
１ｂが形成されている。各蛍光管３１はその延設方向と直交する方向において３６０°の
光照射角度範囲に光を照射するものであり、各ランプ内反射板４０はそれぞれ対応する蛍
光管３１から照射される光のうち所定の光照射角度範囲δ１の光を受光するものである。
【００９５】
　また、第１の反射面４１は、蛍光管３１から各ランプ内反射板４０に照射される前記所
定の光照射角度範囲δ１の中央面ＣＳに対して角度δ２（本実施形態ではδ２は１７°）
の範囲の光を受光するように配置されている。また、第１の反射面４１の各面４１ａは稜
線４１ｂの近傍で互いに角度ε（本実施形態ではεは１００°）をなす。また、本実施形
態では、第１の反射面４１のＹ方向における幅寸法Ｗ３は３．５ｍｍであり、第１の反射
面４１の稜線４１ｂと蛍光管３１との距離Ｄ１は蛍光管３１の直径ｄ１の１／２程度であ
る。
【００９６】
　各第２の反射面４２は第１の反射面４１に対してＹ方向の両外側に設けられ、当該一対
の第２の反射面４２の間の空間に第１の反射面４１が配置されている。各第２の反射面４
２は、第１の反射面４１に最も近い部分を構成する第１の面４２ａと、次に第１の反射面
４１に近い部分を構成する第２の面４２ｂと、次に第１の反射面４１に近い部分を構成す
る第３の面４２ｃと、最も第１の反射面４１から遠い部分を構成する第４の面４２ｄとを
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有する。第１～第４の面４２ａ～４２ｄはそれぞれ平面から成り、Ｘ方向に延在している
。第１の面４２ａは第１の反射面４１の面４１ａと角度γ５（本実施形態ではγ５は１２
０°）をなし、第２の面４２ｂは第１の面４２ａと角度γ６（本実施形態ではγ６は１７
０°）をなし、第３の面４２ｃは第２の面４２ｂと角度γ７（本実施形態ではγ７は１７
０°）をなし、第４の面４２ｄは第３の面４２ｃと角度γ８（本実施形態ではγ８は１７
０°）をなす。また、本実施形態では、第１～第４の面４２ａ～４２ｄの幅寸法Ｌ５～Ｌ
８はそれぞれ２ｍｍである。
【００９７】
　この蛍光ランプ３０は、第１実施形態と同様に、各口金３４の端子３４ａが室内の天井
に設けられたソケット１００に差込まれることにより室内の天井に取付けられる。ソケッ
ト１００は蛍光灯を取り付けるための既存のソケットをそのまま使用することが可能であ
る。
【００９８】
　以上のように、この蛍光ランプ３０は、蛍光管３１からランプ内反射板４０に照射され
る光のうち中心面ＣＳに対して１７°以内の光が第1の反射面４１の一対の面４１ａに照
射され、当該一対の面４１ａが交わる部分には蛍光管３１側に向かって凸状の稜線４１ｂ
が形成され（図３６参照）、第１の反射面４１の一対の面４１ａは稜線４１ｂの近傍で互
いに１００°の角度をなす。このため、各蛍光管３１からの光が第１の反射面４１によっ
て反射し、その反射した光の大部分は、図３６に示すように、中心面ＣＳに対して第１の
反射面４１の傾斜角度に応じた角度（おおよそ７０°以上の角度）をなすように外側に向
かって進むことになる。また、第１の反射面４１に対してＹ方向の両側に設けられた一対
の第２の反射面４２を有し、当該一対の第２の反射面４２の間の空間に第１の反射面４１
が配置され、第１の反射面４１によって反射された光が第２の反射面４２によってさらに
反射され、蛍光管３１から第２の反射面４２に直接照射される光も第２の反射面４２によ
って反射される。このような構成により、各蛍光管３０からの光が主に上方に向かって照
射され、蛍光ランプ３０の光軸面ＬＳが前述のように真上を向くことになる。また、この
ような構成により、蛍光管３１からの光が効率的に上方に向かって照射される。
【００９９】
　一方、反射板２０は第１実施形態と同一であり、第１実施形態と同様に室内の天井に取
付けられる。具体的には、蛍光ランプ３０がソケット１００に取付けられた際に、その蛍
光ランプ３０の上方に位置するように、反射板２０は室内の天井に取付けられる。
【０１００】
　反射板２０の第１の反射面２１の一対の面２１ａは、図３１及び３２に示すように、蛍
光ランプ３０の光軸面ＬＳに対して所定の光照射角度範囲ζ２（本実施形態ではζ２は２
８°）の光を受光するように配置され、稜線２１ｂの近傍で互いに角度β（本実施形態で
はβは１０２°）をなす。本実施形態では、第１の反射面２１の稜線２１ｂと蛍光ランプ
３０の透光カバー３２との距離Ｄは透光カバー３２の幅寸法Ｗ２の１／３程度である。
【０１０１】
　以上のように、この照明装置は、蛍光ランプ３０の光軸面ＬＳに対して２８°の光照射
角度範囲の光が第１の反射面２１の一対の面２１ａに照射され、当該一対の面２１ａが交
わる部分には蛍光ランプ３０に向かって凸状の稜線２１ｂが形成され、第１の反射面２１
の一対の面２１ａは稜線２１ｂの近傍で互いに１０２°の角度をなす。このため、蛍光ラ
ンプ３０の光軸面ＬＳに対して２８°の光照射角度範囲の光が第１の反射面２１によって
反射し、その反射した光の大部分は、図３７に示すように、蛍光ランプ３０の光軸面ＬＳ
に対して第１の反射面２１の傾斜角度に応じた角度（おおよそ７０°以上の角度）をなす
ように外側に向かって進むことになる。また、第１の反射面２１に対して蛍光ランプ３０
の光軸面ＬＳと交差する方向の両外側に設けられた一対の第２の反射面２２を有し、当該
一対の第２の反射面２２の間の空間に第１の反射面２１が配置されている。このため、第
１の反射面２１によって反射された光が第２の反射面２２によって反射され、一方、蛍光
ランプ３０から直接照射される光も第２の反射面２２によって反射される。
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【０１０２】
　このように、本実施形態によれば、光軸面ＬＳが真上を向くように蛍光ランプ３０が配
置されるとともに、その上方に第１の反射面２１が配置され、第１の反射面２１の稜線２
１ｂが下方に向かって凸状となっている。また、一対の第２の反射面２２の間の空間に第
１の反射面２１が配置されている。このため、第１の反射面２１によって反射された光が
第２の反射面２２によってさらに反射され、一方、蛍光ランプ３０から直接照射される光
も第２の反射面２２によって反射され、第２の反射面２２によって反射された光が室内の
床等の照射位置に向かって照射される。したがって、本実施形態によれば、蛍光ランプ３
０からの光を効率的に床等の照射位置に照射することができる。
【０１０３】
　また、本実施形態では、各反射面２１，２２が中心線平均粗さで０．５μｍ以上となる
ように粗面状に、又はエンボス加工等によって凹凸を有するように形成されている。この
ため、蛍光ランプ３０は２本の蛍光管３１から成り、２本の線光源から光が放射されるこ
とになるが、各反射面２１，２２によって各蛍光管３１からの光が拡散される。特に、蛍
光ランプ３０の光軸面ＬＳ周りの光は第１の反射面２１及び第２の反射面２２の両方によ
って反射されて照射位置に照射されるので、照射位置の光のむらを低減する上で極めて有
利である。
【０１０４】
　尚、各反射面２１，２２が例えば鏡面仕上げされて中心線平均粗さが０．１μｍ程度で
ある場合でも、蛍光ランプ３０からの光が各反射面２１，２２によって反射される際に、
蛍光ランプ３０からの光が少なからず各反射面２１，２２によって拡散される。このため
、蛍光ランプ３０の光が直接的に床等の照射位置に照射される場合と比較して蛍光ランプ
３０からの光が拡散され、照射位置における照度のむらを低減することができる。
【０１０５】
　図３８は実験結果を示すものであり、図２１の場合と同様の方法で同様の評価を行った
結果を示すものである。この実験結果は、第８～第１４実施形態の照明装置を製作し、ま
た、第８の実施形態において幅寸法Ｗ２や距離Ｄを変更した他の照明装置を製作し、照射
位置である床における照度及び照度のむらを評価したものである。第９実施形態の照明装
置は、第８実施形態において反射板２０を前記第２実施形態（図９及び１０参照）の反射
板２０に変更したものであり、第１０実施形態の照明装置は、第８実施形態において反射
板２０を前記第３実施形態（図１１及び１２参照）の反射板２０に変更したものであり、
第１１実施形態の照明装置は、第８実施形態において反射板２０を前記第４実施形態（図
１３及び１４参照）の反射板２０に変更したものであり、第１２実施形態の照明装置は、
第８実施形態において反射板２０を前記第５実施形態（図１５及び１６参照）の反射板２
０に変更したものであり、第１３実施形態の照明装置は、第８実施形態において反射板２
０を前記第６実施形態（図１７及び１８参照）の反射板２０に変更したものであり、第１
４実施形態の照明装置は、第８実施形態において反射板２０を前記第７実施形態（図１９
及び２０参照）の反射板２０に変更したものである。第９～第１４実施形態では、第８実
施形態と同様に、蛍光ランプ３０の光軸面ＬＳは真上を向いており、当該光軸面ＬＳの位
置は反射板２０の第１の反射面２１の稜線２１ｂの位置と一致しており、反射板２０の第
１の反射面２１の稜線２１ｂと蛍光管３１との距離Ｄは幅Ｗ２の１／３程度である。
【０１０６】
　図３８における実験例１３～１９は第８～第１４実施形態にそれぞれ対応しており、実
験例２０は第８実施形態において幅寸法Ｗ２を２５ｍｍとして角度ζ２を２０°としたも
のであり、実験例２１は第８実施形態において幅寸法Ｗ２を１８ｍｍとして角度ζ２を１
５°としたものであり、実験例２２は第８実施形態において幅寸法Ｗ２を１２ｍｍとして
角度ζ２を１０°としたものであり、実験例２３は第８実施形態において幅寸法Ｗ２を６
ｍｍとして角度ζ２を５°としたものである。また、図３８における実験例２４は第９実
施形態において距離Ｄを幅寸法Ｗ２と等しくしたものである。
【０１０７】
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　また、図３８における比較例３は、第８実施形態において、蛍光ランプ３０の光軸面Ｌ
Ｓが真下を向き、蛍光ランプ３０からの光のほとんどが床に直接照射されるようにしたも
のであり、比較例４は、図３９に示すように、第１の反射面２１の代わりに平面である反
射面を設けたものである。
【０１０８】
　尚、実験例１３～２４において、蛍光ランプ３０等のその他の条件は互いに同一である
。
【０１０９】
　図３８の実験例１３～２４と比較例４との比較から、蛍光ランプ３０を光軸面ＬＳが上
向きになるように設置した場合、反射板２０に第１の反射面２１を設けることにより、床
面の照度が高くなることが確認された。また、角度ζ２が５°以上、より好ましくは１０
°以上であれば、実験例１３～２４と比較例３との比較から、蛍光ランプ３０を光軸面Ｌ
Ｓが真上を向くように設置して反射板２０に第１の反射面２１を設ける方が、比較例３の
ように蛍光ランプ３０を光軸面ＬＳが下を向くように取付ける場合と比較し、平均照度が
高くなり、且つ、照度バラツキが小さかった。
【０１１０】
　また、実験例１６と比較し、各第２の反射面２２が複数の平面又は単一の平面から成る
実験例１３，１８，１９の方が、照度バラツキが小さかった。これは、第２の反射面２２
が凹曲面の場合、蛍光ランプ３０からの光が第２の反射面２２によって集光される傾向を
有することが理由の一つであると考えられる。尚、実験例１６でも比較例４に対して平均
照度が高く、照度バラツキが小さいので、第８実施形態と同様の作用効果は認められる。
【０１１１】
　また、実験例１３～２４では、第１の反射面２１の各面２１ａと各第２の反射面２２に
おける第１の反射面２１の近傍とのなす角度γ１が１１０°～１３０°であり、この範囲
で前述の作用効果が確認されている。この角度γ１は蛍光ランプ３０や第１の反射面２１
や照射範囲に応じて適宜変更可能であるが、本照明装置を室内照明用に設ける場合は、角
度γ１は１００°以上１４０°以下であることが好ましく、１１０°以上１３０°以下で
あることがより好ましいと考えられる。
【０１１２】
　また、実験例２４の結果や、実験例１３～２３の結果から、距離Ｄが幅寸法Ｗ２に対し
て１倍以下であれば、第８実施形態と同様の作用効果が効果的に発揮されることが確認さ
れた。尚、傾向ランプ３０や反射板２０や照射範囲によっては、距離Ｄが幅寸法Ｗ２に対
して１倍以上であっても第８実施形態と同様の作用効果を奏する。また、照明装置を小型
化する上では、距離Ｄは小さい方が好ましい。
【０１１３】
　また、実験例１３～１５，１７，１８，２０～２４の結果から、各第２の反射面２２が
、互いにＹ方向に並設され、且つ、互いに所定の角度γ２～γ４をなして連続する複数の
平面から構成することが、照射位置における光のむらを低減する上で有利であることが確
認された。実験例１３～１５，１７，１８，２０～２４では角度γ２～γ４は１６０°～
１７０°であり、この範囲で前述の作用効果が確認されている。この角度γ１は傾向ラン
プ３０や第１の反射面２１や照射範囲に応じて適宜変更可能であるが、実験例１３～１５
，１７，１８，２０～２４の結果から、角度γ１は１５５°以上であることが好ましく、
１６０°以上１７５°以下であることがより好ましいと考えられる。
【０１１４】
　前記第８～第１４実施形態では、稜線２１ｂが線状にあらわれるものを示したが、図２
４に示されている稜線２１ｂが幅寸法Ｗ３を有する面状にあらわれる反射板２１を用いる
場合でも、幅寸法Ｗ３（一方の面２１ａと他方の面２１ａとの距離）が幅寸法Ｗ２と比較
して十分に小さい場合には、第８実施形態と同様の作用効果を奏する。具体的には、幅寸
法Ｗ３は幅寸法Ｗ２の１／５以下であることが好ましく、１／１０以下であることがより
好ましく、１／２０以下であることがさらに好ましい。即ち、幅寸法Ｗ３は小さければ小
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さい方が良い。また、図２４では稜線２１ｂは平面であるが、凸曲面や凹曲面とすること
も可能である。
【０１１５】
　前記第８～第１４実施形態では、稜線２１ｂと傾向ランプ３０の光軸面ＬＳとが一致し
ているものを示した。これに対し、図４０に示すように、稜線２１ｂと蛍光ランプ３０の
光軸面ＬＳとをＹ方向にずらすことも可能である。この場合でも、蛍光ランプ３０の光軸
面ＬＳに対して所定の照射角度範囲ζ２の光が第１の反射面２１によって反射するので、
角度ζ２が図３８の実験結果に沿ったものであれば、前述と同様の作用効果を奏する。ま
た、図３８のように、稜線２１ｂと蛍光ランプ３０の光軸面ＬＳとを積極的にＹ方向にず
らすことにより、蛍光ランプ３０の光軸面ＬＳが配置される側の第２の反射面２２の光の
反射量を多くすることも可能である。
【０１１６】
　前記第８～第１４実施形態では、複数の蛍光管３１がＹ方向に並設された蛍光ランプ３
０を用いるものを示したが、蛍光管３１が１本であっても前述と同様の作用効果を奏する
。
【０１１７】
　また、図４１に示すように、蛍光ランプ３０において、各ランプ内反射板４０が少し外
側を向くように配置されていても、蛍光ランプ３０の光軸面ＬＳに対して所定の比較照射
角度範囲ζ２の光が第１の反射面２１の一対の面２１ａによって受光されるようになって
いれば、前述と同様の作用効果を奏する。
【０１１８】
　前記第８～第１４実施形態では、蛍光ランプ３０の各蛍光管３１が直線上であるものを
示したが、図４２に示すように、蛍光ランプ３０がリング状であり、各蛍光管３１がリン
グ状である場合であっても、前記第８～第１４実施形態と同様の構成を採用することがで
きる。この場合、前記Ｘ方向は円周方向となり、前記Ｙ方法は半径方向となり、反射板２
０がリング状となる。この場合でも前記第８～第１４実施形態と同様の作用効果を奏する
。
【０１１９】
　前記第８～第１４実施形態では、第１の反射面２１の各面２１ａが完全に平面から成る
ものを示したが、図２９の反射板２０のように、曲率半径が幅寸法Ｗ２の２倍以上、又は
深さ寸法ＤＰ又は突出寸法が１ｍｍ以下の曲面によって各面２１ａが構成されている場合
、各面２１ａは平面であるものとする。理由としては、このように若干の湾曲を有する曲
面を用いる場合であっても、角度β等が前記各実施形態と同様に設定されていることによ
り、前記各実施形態と同様の作用効果を奏するからである。
【０１２０】
　また、第２の反射面２２の各面２２ａ～２２ｄについても、曲率半径が幅寸法Ｗ２の２
倍以上、又は深さ寸法ＤＰ又は突出寸法が１ｍｍ以下の曲面によって構成されている場合
、各面２２ａ～２２ｄは平面であるものとする。
【０１２１】
　前記第８～第１４実施形態では、蛍光ランプ３０の各反射板４０が第１の反射面４１と
第２の反射面４２とを有するものを示した。これに対し、図４３に示すように、第８実施
形態において、蛍光ランプ３０の各反射板４０をそれぞれ反射板５０で置換することも可
能である（第１５実施形態）。反射板５０は円筒の周方向の一部を切り取った形状を有す
る。または、図４４に示すように、第８実施形態において、蛍光ランプ３０の２枚の反射
板４０を１枚の反射板６０で置換することも可能である（第１６実施形態）。または、図
４５に示すように、第８実施形態において、蛍光ランプ３０を１つの蛍光管７０によって
置換することも可能である（第１７実施形態）。
【０１２２】
　第１７実施形態の場合、蛍光管７０は冷陰極管を用いることも可能であり、冷陰極管で
はないＴ４蛍光管やＴ５蛍光管やの他の蛍光管を用いることも可能である。本実施形態の
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場合は通常の蛍光管を用いており、蛍光管７０の幅（直径）Ｗ１は２８ｍｍである。蛍光
管７０はその延設方向と直交する方向において３６０°の光照射角度範囲に光を照射する
ものである。また、蛍光管７０から照射される光のうち所定の光照射角度範囲ζ２（本実
施形態ではζ２は２８°）の光が反射板２０の第１の反射面２１によって受光されるよう
になっている。
【０１２３】
　図４６は実験結果を示すものであり、図２１及び図３８の場合と同様の方法で評価を行
った結果を示すものである。この実験結果は、第１５～第１７実施形態の照明装置を製作
し、照射位置である床における照度及び照度のむらを評価したものである。図４６におけ
る実験例２５～２７は第１５～第１７実施形態にそれぞれ対応している。また、図４６に
おける比較例５、６及び７は、第１５、１６及び１７実施形態において、図３９の場合と
同様に、第１の反射面２１の代わりに平面である反射面を設けたものである。
【０１２４】
　図４６の実験例２５～２７と比較例５～７との比較から、反射板２０に第１の反射面２
１を設けることにより、床面の照度が高くなり、且つ、照度バラツキが小さくなることが
確認された。
【０１２５】
　また、図４６の実験例２５及び２６と図３８の実験例１３との比較から、蛍光ランプ３
０のランプ反射板４０に第１の反射面４１を設けることにより、床面の照度が高くなるこ
とが確認された。この結果は、ランプ反射板４０に第１の反射面４１を設ける方が、蛍光
ランプ３０の蛍光管３１からの光を有効に用いることができることを示している。
【０１２６】
　尚、第１７実施形態において、蛍光管７０の直径ｄ２や、蛍光管７０と稜線２１ｂとの
距離や、第１の反射面２１の幅Ｗ２や角度βなどは、蛍光管７０の仕様や照射位置等の状
況に応じて適宜変更可能であるが、角度ζ２や角度βや距離Ｄや角度γ１～４が図３８の
実験結果に沿ったものであれば、前記第８～第１４実施形態と同様に、蛍光管７０からの
光を効果的に照射位置に照射することができる。
【０１２７】
　第８実施形態の蛍光ランプ３０を用いる場合、図３８における比較例３のように、蛍光
ランプ３０の光軸面ＬＳが真下を向き、蛍光ランプ３０からの光のほとんどが床に直接照
射されるようにする場合でも、前述のようにランプ反射板４０によって各蛍光管３１から
の光を有効に用いることができる。このため、第８実施形態の蛍光ランプ３０はこれ単体
で照明装置として使用することも可能である。
【０１２８】
　蛍光ランプ３０において、蛍光管３１の直径ｄ１や、蛍光管３１と稜線４１ｂとの距離
Ｄ１や、第１の反射面４１の幅Ｗ３や、角度εなどは、蛍光管３１の仕様や蛍光管３１に
よって光を照射する照射位置の状況に応じて適宜変更可能である。ここで、蛍光ランプ３
０における反射板４０の角度δ２や角度εや距離Ｄ１や角度γ５～７は、第８実施形態等
の照明装置における反射板２０の角度ζ２や角度βや距離Ｄや角度γ１～４に対応するも
のである。このため、蛍光ランプ３０の反射板４０における角度δ２や角度εや距離Ｄ１
や角度γ５～７を角度ζ２や角度βや距離Ｄや角度γ１～４に置き換えて考え、これらを
図３８の実験結果に沿ったものとすることにより、前記第８～第１４実施形態と同様に、
蛍光管３１からの光をより効果的に利用することができると言える。
【０１２９】
　尚、前記各実施形態では室内の天井に設ける照明装置を示したが、これらを看板や液晶
画面のバックライトに前記各実施形態の構造の照明装置を用いることも可能であり、植物
を栽培するための照明装置として用いることも可能であり、その他の用途の照明装置とし
て使用することも可能である。
【０１３０】
　例えば、図３０に示すように、第１実施形態の構成の照明装置の前方にアクリル板２０
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０が配置された看板装置において、アクリル板２００を各ＬＥＤ素子１１の光によって照
明する場合などは、図２１の実験結果等で示したように、アクリル板に照射される光の照
度のむらが少なくなり、また、アクリル板２００の背面に照射される光の量を効果的に向
上することができる。これにより、アクリル板をＡ方向から見た際のアクリル板の明るさ
のむらを低減することができ、アクリル板を明るく見せることができる。
【０１３１】
　他の例としては、図４７に示すように、所定方向に延設された複数の蛍光管３１と、複
数の蛍光管３１の背面側にそれぞれ設けられた複数の反射板４０と、複数の蛍光管３１の
前方に設けられた拡散板３００とを備えた液晶用のバックライトを構成することが可能で
ある（第１８実施形態）。この場合は、液晶の輝度の向上や液晶用バックライトに用いら
れる電力の低減を効果的に図ることが可能となる。
【符号の説明】
【０１３２】
　１０…光源、１１…ＬＥＤ素子、１２…透光カバー、１３…基板、１４…ヒートシンク
、１５…口金、１５ａ…端子、２０…反射板、２１…第１の反射面、２１ａ…面、２１ｂ
…稜線、２２…第２の反射面、２２ａ…第１の面、２２ｂ…第２の面、２２ｃ…第３の面
、２２ｄ…第４の面、２３…フランジ部、３０…蛍光ランプ、３１…蛍光管、３２…透光
カバー、３３…ケース、３４…口金、３４ａ…端子３４ａ、４０…反射板、４１…第１の
反射面、４１ａ…面、４１ｂ…稜線、２２…第２の反射面、４２ａ…第１の面、４２ｂ…
第２の面、４２ｃ…第３の面、４２ｄ…第４の面、１００…ソケット。
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